
「富山県人権教育・啓発に関する基本計画」の改定について

番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

1 全般 現計画の施策や重要課題への対応等が、どの程
度進んだのか、進んでいないのか、何らかの形
で可視化されると、今後の改定につなげやすく
なるのではないでしょうか。また、改定時だけ
振り返るのではなく、定期的に進捗状況を確認
できる機会があるとよいのではないかと思いま
す。基本計画なので、細かな数値目標などは示
さないのかもしれませんが、啓発をするにして
も、より具体的に、いつ、誰を対象に、どのよ
うな形でするのか、などが書かれてあると、で
きたのか、できなかったのか、振り返りやすく
なるのではないかと思います。

書面 県と市町村で構成する富山県人権教育・啓発行政
連絡協議会において、毎年、各自治体の取組状況
を共有するとともに、自治体間で意見交換を行う
など、施策内容の充実に努めているところであ
り、概ね５年毎としている本計画の改定にも反映
させてまいります。
また、ご指摘も踏まえ、当計画の記述がより分か
りやすくなるように努めてまいります。

2 全般 改定の主なポイントについては、「基本計画」
改定後の変化と県民調査（2023年11月実施）の
結果を踏まえて行うことになっているが、県民
意識調査の中での関心の高まりや、新型コロナ
ウイルス感染症の拡がりによる人権侵害、イン
ターネット上の人権侵害などを考慮することと
しているが、単に社会的な状況の変化に応じ
た、対処療法的な改定ではなく、行政として、
様々な人権問題への理解を深めるための基本姿
勢とそのための施策の推進ということを重要視
した記述にすべきである。

書面 本計画の「第1章3　基本計画の基本理念」におい
て、県民一人ひとりの人権意識の向上と行動定着
を図る基本姿勢を示し、第2章で記載する現状と課
題を踏まえ、第3章以降で具体的な取組みを記載し
ております。
ご指摘の点も踏まえ、内容の充実に努めてまいり
ます。

3 全般 県民意識調査結果での関心の高まりだけを強調
するのではなく、それぞれの項目についての県
民意識調査の結果をしっかりと分析し、例えば
教育・啓発の手法、課題の周知方法など、これ
までの行政施策の成果と問題点を明確にするこ
とが必要である。

書面 第2章で記載する現状と課題を踏まえ、第3章以降
で具体的な取組みを記載しております。
ご指摘の点も踏まえ、内容の充実に努めてまいり
ます。

4 全般 現在、国でも「人権教育・啓発に関する基本計
画」の見直し作業を進めている。こうした国や
他の自治体の「基本計画」についてもその内容
を参考にすべきである。

書面 いただきましたご意見については、計画改定の参
考にさせていただきます。
国の動向を注視し、県の計画・施策に取り入れて
いくこととしております。

5 全般 今回、「基本計画」改定案がまとまった段階
で、十分な期間を設けて、県民から意見募集
（パブリックコメント）を行う必要がある。

書面 パブリックコメントについては、今後10月下旬以
降に実施する予定です。

6 全般 小中学生にも分かりやすい基本計画になること
を願います。

書面 今後、計画の概要版を作成することとしており、
県民に分かりやすい内容とするよう検討いたしま
す。

7 計画のポ
イント

１～５項目に人権課題への対応として（１）女
性（２）こどもがあげられているが、基本計画
のポイントにはあげられていないのはなぜで
しょうか。県内でのＤＶ相談件数やいじめ相談
件数が増加している点から人権教育・啓発は必
須と思われます。

書面 ご指摘のポイントに掲載させていただいた１～４
については、現行計画では取り上げていなかった
り、社会への影響が大きくなった項目等をとりあ
げたものです。
ＤＶやいじめの問題については、重大な人権問題
であるととらえ、引き続き施策の実施に努めるこ
ととしてます。

8 意識調査 設問中に「結婚を許す」「認めない」といった
表現があったが、結婚は当事者同士の意思でで
きることから不適当だと思うので、改めてはい
かがか。

書面 ご指摘の点は、憲法第24条にも「婚姻は、両性の
合意のみに基いて成立し、…」とあり、婚姻を家
族が「認める」か「認めない」かで成立するかし
ないかが決まるものではなく、表現として適切で
はないことから、次回の調査の際に修正します。

「富山県人権教育・啓発に関する基本計画」の改定に係る
第１回懇話会委員・関係団体意見及びその対応等について 資料４

差 替
事前送付時からの修正箇所

は網かけしてあります。
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意見
時点

対　　応　　等

差 替 は網かけしてあります。

9 女性 県民意識調査の結果を見ても、女性のほうが差
別を受けた経験が男性より高い、それからもう
一つは、女性のほうが周りに相談をしていると
いうパーセンテージを見てもわかるが、相談機
関の充実というのは必要だと思う。

会議 いただきましたご意見については、今後の施策の
参考にさせていただきます。
富山県女性財団をはじめ関係機関と連携しなが
ら、富山県女性相談支援センターにおいて、女性
に寄り添った相談・支援を行うほか、ＳＮＳ等を
活用した相談や民間団体と連携したアウトリーチ
型相談など相談体制の充実に取り組んでまいりま
す。

10 女性 インターネットとかマスコミで、最近はＤＶの
ほかに、例えばＡＶ出演被害防止・救済法、困
難な問題を抱える女性への支援に関する法律な
ど、どんどん新しくできてきている。というこ
とは、様々なものが明らかになってきていると
いう状況ですので、そういうものについての周
知、それから、全て根底は人権意識ですので、
そこのところを女性に特化した形でぜひ進めて
いただきたいと思います。

会議 ご指摘の点については、計画の基本理念の中で記
載しております(第1章3）。
いただきましたご意見については、今後の施策の
参考とさせていただきます。
また、女性の人権問題に関する新たな課題につい
ては、本文において記載しております。(第2章
2(1))

11 女性 アンコンシャスバイアスというのは、別に男女
共同参画、女性に関わるものではなく、基本的
にはいじめにもパワハラにもセクハラにも、全
てに通じるものでございますので、いわゆるア
ンコンシャスバイアスの解消、ちょっと新しい
言葉なんですけれども、要は人権意識（差別）
の解消というものをぜひこの中では大きくう
たっていただきたいなと思います。

会議 ご指摘の点については、計画の基本理念の中で記
載しております(第1章3）。
また、アンコンシャスバイアスについては、ご意
見を踏まえ、第2章2(1)、第4章1(2)を追加しまし
た。

12 女性 資料３概要版の資料から（重要課題「女性」以
外に該当あり）
女性という項問ついて、男女という表記をどこ
かの時期に消すべきと考えております。生物学
上の話としての記載であれば、男女しかありえ
ないので記載は不要。そして概要版資料内に
は、性的指向・性自認の項目があるのに相反し
ていると感じます。国がその様な表現をつかっ
ているからだとは思いますが・・・。
例として、男女共同参画→県民総参画等。
男女という言葉を使えば、使う程、区別され、
ひいては差別につながると考えております。
概要版の項目
女性　この設問だけ男性が女性よりも優遇され
ている構図が見えてしまう。
例）子供の男の子＝子供の女の子の取扱い
こども～その他　男性も女性も関係なく対象と
なる
実態として、男性が女性よりも優遇されている
状態がまだまだありえるのかと思いますが、比
較的若年層はその性差を感じていないので
は・・・。
変な意識をしているのは、一定の年齢層以上??
逆にこの変な意識を若年層に根付かないように
願っております。

書面 ご指摘のように性別で優遇されないように、計画
では目指しておりますが、現実的には男女共同参
画やＤＶに係る問題点がありますので、人権問題
としては、計画に取り上げ、取り組んでまいりま
す。
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差 替 は網かけしてあります。

13 こども 今、小学校や中学校でも外国ルーツのこどもた
ちがとても増えている。そういうこどもたちは
学校で居場所がなく、私は多文化こどもサポー
トセンターをやっているが、そういう場所で自
分を発散できるというこどもたちが、本当に
今、富山県に数多くいる。
富山県は外国人が２万人を超え、人口の２％以
上が外国の人になったので、本当に外国の人た
ちの人権というのは、これからとても大切にし
ていかなければならない課題だと思う。
資料５の国際理解・国際協力に関する教育の推
進というところを見ると、いろいろやってい
らっしゃるが、外にばかり行くのではなくて、
富山県にいる留学生やこどもたちの教育にもっ
と力を出してもらうことで、人権教育にもつな
がると思っているし、違いが大切ですし、違い
は力になると思う。当たり前は当たり前じゃな
いということをこどものときから教育に取り込
んでいくことで、人権教育につながるのではな
いかと思う。

会議 外国ルーツのこどもたちについてご指摘の点につ
いては、本文において記載しております(第4章
9(2)③）。
引き続き、外国人児童生徒が多い小・中学校に外
国人相談員を配置するなど外国人児童生徒に対す
る支援に努めてまいります。
留学生についてのご指摘については、県教育委員
会作成の「外国人児童生徒教育の手引」を全県立
学校に配布し、学校が様々な場面で外国人生徒へ
の支援に生かせるようにしており、今後、外国人
生徒が増えることを見据え、支援体制について継
続して研究してまいります。
私立高校については、今年度から、補助制度のメ
ニューの一つとして、通訳やサポート人材等の配
置など、外国人入学生の受入れのための環境整備
に対して支援することとしています。

14 こども いじめが圧倒的に多いと思いますが、「学校」
に関与するところが大きいのかと思います。い
じめの当事者はおそらく同じ学校の生徒からの
ものが多いのではないでしょうか。一昔前のあ
からさまないじめも絶えていない上に、SNSを
利用したものなど多様化している中で、教師に
もっと関わりを持ってほしいと思う反面、教師
がそれをできる環境にないことも事実です。学
校の教師の労働環境の整理をしていく必要があ
ると思います。
また、児童相談所というものがあるにもかかわ
らず、その利用に対するハードルが高いのかも
しれません。また、相談しても根本的な解決に
導けていないのかもしれません。より子供目線
で対応できる機関、組織が必要なのではないで
しょうか。

書面 学校現場における働き方改革についてご指摘いた
だいた点については、引き続き市町村教育委員会
とも連携し、取り組んでまいります。
児童相談所についてご指摘いただいた点について
は、富山駅前のＣiＣビルに、富山児童相談所、子
ども・若者総合相談センター、県警少年サポート
センター、県総合教育センター教育相談窓口を集
約した「富山県こども総合サポートプラザ」を整
備し、各相談機関の強みを活かし、こどもに関す
る幅広い相談に対応いたします。

15 高齢者 近くで高齢者の虐待についてあまり身近に感じ
ていないが、テレビなどで施設等の問題やそう
いうことを盛んに放映されており、私たち老人
会員同士がつながりを持って、共通理解を図り
ながら、もしそういうことがあった場合、高齢
者同士で何とか手を差し伸べていかないといけ
ないと思っている。

会議 高齢者の虐待防止について、高齢者の方の理解を
深めていただくため、高齢者の権利擁護に関する
広報・啓発活動などを推進します。

16 高齢者 あまり高齢者の話ではないが、ちょっと前に若
いお母さんとこどもに、「おたくのおばあちゃ
ん、お元気ですか」と、聞いたことがある。そ
のお嫁さんからは、同居しているのに「知りま
せん。本人に聞いてください」という返事が
あった。同じ家庭内でそういう存在の高齢者が
いたとしたら非常に問題だと思ったので、そう
いう方々とつながりを作りながら、何とか孤立
感をなくしていく。お互いに老人同士が孤立感
をなくしていくことがこれからは必要だと思
う。

会議 高齢者の人権や福祉について県民一人ひとりの関
心や理解を深めることが重要であり、県では、高
齢者の孤独・孤立化を防止する取組みとして、一
人暮らし高齢者等に対する見守りや外出支援など
住民参加型の福祉活動に対する支援に努めてまい
ります。

17 障害のあ
る人

障害者の差別解消法が、平成28年に施行され、
大分時間もたったが、まだなかなか差別の意味
あるいは合理的配慮、そういったことについ
て、一部理解が進んでいないように思う。

会議 障害者差別解消法や県条例の普及・啓発、障害や
障害者に対する理解促進について、より一層取り
組んでまいります。

18 障害のあ
る人

雇用環境も幾らか進んでいるが、なかなか差別
の観点で雇用が進まない部分もある。

会議 ご指摘の点については、第4章4に追加しました。
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対　　応　　等

差 替 は網かけしてあります。

19 障害のあ
る人

旧優生保護法の違憲判決や平成28年の津久井や
まゆり園事件を振り返って、社会全体で継続的
な取組みが大事かなと思う。

会議 引き続き、障害や障害のある人に対する理解促
進、差別解消に取り組みます。

20 障害のあ
る人

先般の国連の障害者権利条約について、対日審
査の勧告が行われました。各障害者分野ですけ
れども、学校教育、それから地域生活、就労、
いろんな課題があります。これも大きな節目に
なっていくと思います。

会議 いただきましたご意見については、各分野におい
て、適宜、関係機関とも連携し、障害者権利擁護
のための取組みを推進まいります。

21 障害のあ
る人

いろんな相談機関はあるが、実際に誰に、どこ
に相談したらいいかは、やっぱり保護者の方も
よく分かっていないと思うので、学校がそうい
う環境づくりをしていくことが大事かと思う。

会議 問題別の相談機関を長期休業前に学校を通じて保
護者への周知していますが、より一層周知に努め
てまいります。

22 障害のあ
る人

精神障害者は、精神の病気であり、一番偏見と
差別に合っている。世の中ではこういうことを
しゃべる機会がないから、居場所や親の居場所
があればいいんですけれども、みんな隠してい
る。
近所の方が探ってくるため、目線を意識する。
年配の人がちょっと問題で、若い方は知ってい
ても言わない。

会議 県では、富山県障害者計画に基づき、「障害のあ
る人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く
富山県づくり条例」の趣旨を広く周知すること
で、障害を理由とした差別の解消に向けて県民へ
の理解を図って行くこととしております。
いただきましたご意見については、今後の施策の
参考にさせていただきます。

23 障害のあ
る人

教育について、障害がある子らに、「その子ら
に応じた」（手厚い）教育をという理念で特別
支援教育として、健常児と分けて障害児を教育
することが、そもそも、インクルーシブという
理念を醸成させようということに対する、最初
にして最大の障壁となっている。
学齢期を迎えるにあたり、支援学校か地元の普
通学校かという選択ではなく、全てを地元の小
学校で受け入れ、朝礼やホームルーム等の多く
の時間を健常児と障害児を一緒に扱うという前
提で、対応に差を設けるようにすべきである。
心がやわらかい小学校低学年の期間において、
「障害のある子は、あっちの教室だよ（別の学
校だよ）」といったことを刷り込んでおいて、
後に人権だとかインクルーシブだとか教育し
て、身になろうはずがない。
というようなことを、国はもちろんのこと、県
や市町村で教育行政に携わる者、それらのシス
テムをコントロールする立場に在る者全員が理
解・共有しなければならない。

書面 国が示す基本的な方向性である、「障害のある子
どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で
共に学ぶことを目指すべきである。その場合に
は、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習
活動に参加している実感・達成感を持ちながら、
充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付け
ていけるかどうか、これが最も本質的な視点であ
る」に基づき、進めてまいります。

24 同和問題
(部落差
別）

インターネット上に部落差別の差別情報が流れ
る、あるいは昔のいわゆる部落名簿みたいなも
のが情報として流出しているという情報があり
まして、非常に憂慮しておりますが、私は、片
方にそういう悪質な人権侵害の情報が流れる一
方で、その人権侵害の被害者にならねばならな
い人たちが訴える窓口が多角的に用意されなく
ては駄目だと思う。

会議 相談窓口については、法務局等に開設されており
ます。県においても、人権問題についてお問い合
わせがあった場合は、引き続き適切な相談窓口等
のご案内に努めます。

25 同和問題
(部落差
別）

提示されている資料では、部落問題についての
県民意識調査結果で、「部落差別が存在する理
由」の回答では、「部落差別・同和問題はもは
や存在しない」という回答が一定程度あり、
「わからない」との回答と合わせて、部落問題
に対する無理解、否定的な回答への対策をどの
ようにしていくのかが明示されるべきである。

書面 県民の同和問題に関する正しい認識と理解が深ま
るよう、引き続き効果的な啓発活動を推進してま
いります。

4



番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

差 替 は網かけしてあります。

26 同和問題
(部落差
別）

学校教育、社会教育での課題（これまでの教育
や啓発が十分でなかったから）という回答が増
えていることから、その分析と具体的な対応策
を明示すべきである。特に教職員のための指導
用の教材、社会教育における手法の課題、改善
策を具体的に明示すべきである。

書面 学校教育及び社会教育については、本文において
記載しております(第3章1、2）。
県民の同和問題に関する正しい認識と理解が深ま
るよう、引き続き教育・啓発に努めてまいりま
す。

27 同和問題
(部落差
別）

「人権課題への対応」（資料９）にある
「（７）同和問題（部落差別）」にある「県内
には歴史の過程において同和地区が存在、現状
のその実態を把握することは困難だが」の部分
は削除すべきである。「部落差別解消推進法」
にも明記されているように、部落差別撤廃の問
題は、国民的課題として、そのための教育・啓
発の推進、相談体制の充実が、国や自治体の施
策として取り上げられている。なお、現在の
「基本計画」にも同様の記述があるが、実態の
把握が困難になっているのは、行政として積極
的な実態の調査、問題解決のための施策の立案
を放置してきたことがその背景にあることを
しっかりと総括した上での表現にすべきであ
る。

書面 県内の同和問題に係るこれまでの状況から、この
ままの表現とします。
なお、同和問題（部落差別）については、これま
でも研修会でテーマにするなど取り組んできたと
ころであり、今後とも差別解消に向けて取り組ん
でいくこととしています。

28 外国人 新型コロナウイルス感染症拡大のもと、外国人
に対する偏見や差別が見られたこと、また、外
国人犯罪の報道が外国人に対する偏見や差別を
増長しやすい状態にあることにも触れてはどう
か。

書面 ご指摘を踏まえ、第2章2(9)に追加しました。

29 外国人 31ページ下から9行目「言葉が通じないこと」
は表現が強いので「言葉の壁がある」といった
表現ではどうか。

書面 ご指摘を踏まえ、第2章2(9)を修正しました。

30 インター
ネットに
よる人権
侵害

インターネットによる人権侵害について、こど
もたちの生活と切り離せない状態となっている
ので、ここを改定していただくということで、
より内容が充実したものにしていただけるとい
うことで、すごく期待をしている。

会議 ご指摘の点については、第2章2(11)、第4章11に追
加しました。

31 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

ＬＧＢＴ理解増進法ができ、そもそも差別は
あってはならないという理念の下で、地方公共
団体は知識の普及、相談体制の整備みたいなも
のが努力義務として求められている。ただ、努
力義務といっても、罰則がないとはいえ、公共
団体にはぜひ進めていただけるものだろうとは
思っています。それ以上のことも可能である範
囲で進めていただければと思っている。

会議 法律の規定を踏まえ、第4章12(1)に追加しまし
た。

32 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

計画をつくる際にも、全てのセクシュアリ
ティーを１００％正確に書くのは難しいかもし
れないが、内容を十分精査して付け加えて記し
ていただきたい。
特に性同一性障害が、世界的に病気ではないと
され、日本でも性同一性障害から性別不合に、
病気ではないという扱われ方になってきている
ので、特に留意してまとめていただけるとよい
かと思う。

会議 「性別不合」を第2章2(12)で追加しました。

33 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

県民意識調査の中で性別を回答しないという選
択肢を入れていただいたと思います。この項目
があるということで、性別を選ばないとか選べ
ないという人も排除しないという姿勢は見せら
れているので、大事なことと思うので、継続し
ていたきたい。

会議 継続実施を予定しております。
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番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

差 替 は網かけしてあります。

34 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

県民意識調査の結果で、性的指向や性自認に関
して問題点が分からないとしていた方が多かっ
たが、どういった人がいるのか、どういったこ
とで困りやすいのかということが伝わっていな
いと思うので、知識とか意識の啓発というもの
がさらに必要になると思う。

会議 ご指摘の点については、本文において記載してお
ります(第4章12(1)）。
いただきましたご意見については、今後の施策の
参考にさせていただき、県民理解の促進に一層努
めてまいります。

35 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

資料７の７４ページに専門相談の窓口や安心し
て話すことのできる場所というものを求めてい
る人が多いという結果がある。
他の地方自治体で実施されているが、専門相談
窓口や相談窓口に行くことがすごい難しいこと
だったり、なかなか相談することができないと
いう人もいるので、安心できる居場所を自治体
で提供することが望ましいと考えている。

会議 いただきましたご意見については、今後の施策の
参考とさせていただきます。

36 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

資料５の性的指向とか性自認に関する関連資格
として、相談対応者の養成のために、カウンセ
リング経験がある教諭の派遣とかをして、相談
員やソーシャルワーカーを派遣ということをさ
れている。この事業もすごく重要ではあると思
うが、派遣される皆さんがＬＧＢＴＱや性的指
向、性自認の知識とか経験というのをどれだけ
持っているかは、本当に様々だと思う。派遣さ
れる側の意識や知識をチェックできるとよいと
思う。

会議 いただきましたご意見については、今後の施策の
参考にさせていただき、資質の向上に努めてまい
ります。

37 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

専門相談の窓口をつくる場合にも、取りあえず
安く頼めるところに頼んだというのでは、か
えって当事者を傷つけてしまうこともありうる
ので、もちろんコストを考える必要はあるとは
思うが、対応は十分にできる人に委託など十分
信頼できる相談窓口というのをつくらないと、
かえって人権の侵害となりかねないと思う。

会議 いただきましたご意見については、今後の施策の
参考にさせていただきます。

38 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

県のパートナーシップ制度について、アウティ
ングというような性的指向・性自認が暴露され
るリスクを減らしたり、利便性を上げるとよい
と思う。
例えば、今だと県庁の辺りに来ないと宣誓がで
きないと思うが、例えば富山市まで来るのに１
時間かかる人が、平日休みを取って簡単に来ら
れるかというと、そうではないと思うので、県
内の市町村でも対応できるようにするとか、面
談はオンラインで行うなど方法は幾つか考えら
れる。

会議 本人による宣誓の意思を確認するため、県職員の
面前で行う運用としておりますが、いただきまし
たご意見については、今後の施策の参考にさせて
いただきます。

39 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

基本計画改定時には、「LGBT理解増進法」は、
正式な名称「性的指向及びジェンダーアイデン
ティティの多様性に関する国民の理解の増進に
関する法律」で記載していただけるとよいのか
なと思います。

書面 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多
様性に関する国民の理解の増進に関する法律」を
第2章2(12)で追加しました。

40 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

富山県パートナーシップ宣誓制度は、県と市町
村の連携会議のような場や、関係団体との意見
交換の場があるとよいのではないかと思いま
す。

書面 ご指摘いただきました県と市町村の連携会議につ
いては、本文において記載しております。(第5章
2）
関係団体との意見交換の場については、今後の施
策の参考にさせていただきます。

41 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

県の福利厚生でも、受領証が使えるようにして
いただけることを希望します。

書面 県職員の福利厚生等については、地方公務員法に
おいて、国家公務員や他の地方公共団体と均衡す
ることとされています。また、地方公務員等共済
組合法では、同性パートナーが組合員の被扶養者
として認定されていないことから、現状において
は難しいと考えます。
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番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

差 替 は網かけしてあります。

42 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

県民意識調査において、性的指向や性自認の人
権問題への関心が前回調査よりも高まっている
ことが示されました。しかし、個々の人権問題
について、性的指向に関して「わからない」の
回答が30.0％ととても高く（前回調査と数値は
ほとんど変化ない）、県民の関心とは逆に、正
しく知る機会が不足していると読み取れます。
そこで、「性的指向、性自認など性の多様性に
関する理解の促進」において、より実効性のあ
る取組みが必要と考えます。具体的には、例え
ば、ヒューマンコミュニケーションフェスタを
富山駅構内や富山市総曲輪のグランドプラザな
どの広場でも行い、県民が様々な人権課題に触
れる機会をつくれば、県民の人権意識を高めら
れるのではないでしょうか。それと同時に、人
権課題に取り組んでいる団体や企業も参加でき
るようにして広がりをつくることで、効果的に
人権課題を啓発する機会になると考えます。

書面 いただきましたご意見については、今後の施策の
参考にさせていただきます。
今後とも県民の理解を増進する取組みを進めるこ
ととしております。

43 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

現状では性の多様性を正しく知っている先生と
知らない先生のギャップが存在します。一部か
もしれませんが、残念ながら、いまだにLGBT等
への偏見や差別意識のある先生もいます。児童
生徒が先生に悩みを相談したとき、性の多様性
を知っている先生に話を聞いてもらえるかどう
かは、運であってはならないと思います。その
ために、教職員全員へ、性の多様性を啓発する
資料を作成、配布する必要があると考えます。
その後、新人教員へは毎年全員に啓発資料を配
布した上で研修（人権教育全般の研修でもよい
と思います）を受けるなど、児童生徒が安心し
て学べ、相談できる環境を時間がかかっても着
実につくっていく必要があります。そのような
取組みを希望します。

書面 いただきましたご意見については、研修等の充実
を呼びかけ、教職員の人権意識の高揚に努めてま
いります。

44 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

現計画（47ページ）にも、労働施策総合推進法
が改正されたことは記載がありますが、性的指
向や性自認に関する侮辱的な言動やアウティン
グについてもパワーハラスメントになることが
記載されておらず、抜け落ちている感じがしま
す。重要課題への対応の性的指向、性自認に関
する「企業への啓発」においては、このような
視点も盛り込んでいただければと思います。

書面 性的指向及び性自認に関するパワーハラスメント
については、第4章12(3)及び〔用語解説、参考統
計資料〕※39において、記述を追加しました。

45 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

富山県パートナーシップ宣誓制度への協力依頼
や人事担当者への性の多様性の研修の機会を設
けるなど、企業への取組みを推進していただけ
ればと思います。

書面 県内企業の協力を得ながらサービスの充実に努め
ることについては、第4章12(4)に追加しました。

46 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

県民意識調査 報告書の74ページを見ると、人
権課題の解決のための方策として「悩みを安心
して話すことができる場が充実すること」が高
くなっています。現状ではいくつかの市民団体
がLGBTQ+等が参加できる交流会を定期、不定期
で行っていますが、常設の居場所や情報発信セ
ンターはありません。相談窓口にかかることは
ハードルが高いと感じている人でも気軽に利用
でき、自分らしく居られる場があれば、ふとし
たときに悩みを話せたりすることもあると思い
ます。理想としては、様々な人権や多様性が尊
重されるカフェのような場所があるとよいで
しょうか。県と関係団体や企業が連携して、こ
のような居場所づくりや安心して居られるセー
フスペース設置の取組みができれば、国内でも
画期的な取組みになるのではないかと思いま
す。ぜひご検討をお願いいたします。

書面 いただきましたご意見については、今後の施策の
参考とさせていただきます。
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番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

差 替 は網かけしてあります。

47 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

昨年６月に「性的指向及びジェンダーアイデン

ティティの多様性に関する国⺠の理解の増進に

関する法律」が公布・施行され、地方公共団体
の役割としては、第５条、第10条記載されてい
る。
今回の「富山県人権教育・啓発に関する基本計
画」の改定においても、法律施行後初めての改
定となるので、この点を踏まえて改定をお願い
いたします。

書面 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多
様性に関する国民の理解の増進に関する法律」を
踏まえた性の多様性に関する理解増進に向けた取
組みを第4章12で追加しました。

48 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

県民意識調査によると性的指向や性自認に関す
る課題に関心がある方は、課題解決のために
「4 人権課題に対応する専門の相談機関を充実
すること」が 35.8％、「5 悩みを安心して話
すことができる場が充実すること」が 59.7％
となり、高い割合になっています。これは、専
門相談窓口やいわゆる「居場所」が必要である
という声が多いと言える。
ただ、人権関連施策(令和6年度)を見ると、
「学校における相談、支援体制の充実」とし
て、児童生徒への相談体制を充実させることは
記載されているのみで、誰でも利用できる専門
相談窓口の開設はされていない。また、相談対
応を行う人が性的指向や性自認に関する視点を
持っているかどうか、研修等が行われて学習の
機会があるかどうかもわからない。
実際には、児童生徒以外のLGBTQ+やその周りの
人も困りごとに直面するので、月１回程度、あ
るいは最初は年１回から数回程度であったとし
ても誰でも利用できる性的指向や性自認に関す
る専門的な相談体制の構築が望ましいと考えて
おります。
何か理由があり、年１回や数回でも窓口を開設
できない、という場合は、すぐに開設しないこ
ともやむを得ないかと思いますが、その場合も
その理由を市民に示したり、他の相談窓口で性
的指向や性自認に関する相談した際に二次被害
を与えたりしないよう、研修を行うなど適切な
対応が求められます。

書面 国においては、（一社）社会的包摂サポートセン
ターと連携し、「よりそいホットライン」を相談
窓口として提供されています。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様
性に関する国民の理解の増進に関する法律第10条
では、「国及び地方公共団体は、～知識の着実な
普及、各般の問題に対応するための相談体制の整
備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものと
する。」と規定されており、国の動向を踏まえ
て、専門的知識を有する方での相談対応ができる
かどうか等課題について、検討してまいります。

49 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

相談以前の問題として、LGBTQ+の人々が自分の
気持ちや悩みを素直に話せる場やいわゆる「居
場所」（LGBTQ+の交流会、ピアサポートの場）
がないことも課題です。

書面 いただきましたご意見については、今後の施策の
参考とさせていただきます。

50 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

連携協定締結をした茨城県でパートナーシップ
制度を利用していた方が、富山県に転居するこ
とで受けられるサービスが減ることが無いよ
う、同水準の施策が必要です。

書面 いただきましたご意見については、今後の施策の
参考にさせていただきます。
利用サービスの拡大に向けた働きかけを引き続き
行います。

51 性的指
向・ジェ
ンダーア
イデン
ティティ

富山県として、すでにLGBTQ+や多様な性に関し
て広報や啓発は行われているかと思いますが、
もっと質量ともに上を目指せると良いかと思い
ます。

書面 いただきましたご意見については、今後の施策の
充実に努めます。

52 災害に起
因する人
権問題

１月１日に能登半島地震が起きたが、障害者は
なかなか一般の避難所になじめない難しい障害
が個別にあります。２次避難所というか、それ
ぞれの障害に合った避難所が本当はあるわけだ
が、実際にはできていない。
　こういう人権的なことが起こり得る災害の折
には、各市町村、その他いろんな場面で、小さ
いところの避難所でも、その人に寄り添うよう
な考え方で運営してほしいと思う。

会議 ご指摘の点については、第2章2(13)、第4章13に追
加しました。
引き続き、安心して避難所を利用いただけるよ
う、避難所運営の主体となる市町村とともに取り
組んでいきます。
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番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

差 替 は網かけしてあります。

53 災害に起
因する人
権問題

私も震災のときに輪島や珠洲に何度も足を運ん
だが、珠洲の避難所で、避難所が開設されてす
ぐに、インドネシアの実習生たちも避難所にみ
んなで行ったそうだが、やっぱり外国人がこん
なに来たということで、避難所のお年寄りたち
にすごい嫌な顔をされて、いたたまれなくなっ
て、４日で元いた自分たちの寮に戻ってしまっ
た。
震災時というのは本当に日頃の差別意識が増幅
される場だと思っており、そういう場面でも
やっぱり外国人に対する人権教育、外国の人た
ちにどう接していくかというのはとても大事な
課題だと思っている。
実は、今、日本がどんどん高齢化して、震災時
にもボランティアに行く人も日本人は減ってき
た。でも、外国の人たちは若い世代の人たちが
とても多いので、能登の震災のときでも、１月
２日には氷見に、トラックいっぱいに水を積ん
で射水の外国の人たちが持って行ったり、先ほ
ど言いましたインドネシア人実習生のところに
富山から毎週物資を持って運んでいったのも、
富山に住んでいる外国の人たちでした。
そういう人たちがいるんだよというのをもっ
と、日本の人たちはあまり触れる場はないかも
しれないんですけど、先ほども言った、せっか
く外国ルーツのこどもたちがいるので、そうい
うところからしっかり取り組んでいけたらよい
のではないかと思う。

会議 ご指摘の点については、第2章2(13)、第4章13に追
加しました。
外国人や外国にルーツを持つ方への配慮がされる
よう、避難所運営の主体となる市町村とともに取
り組んでまいります。

54 災害に起
因する人
権問題

災害に起因する人権侵害で、能登半島地震が起
きた際、ＰＴＡの保護者の方から、不登校に
なっているお子さんが避難所にも行くことがで
きなくて、困っているということがあった。
今回改定されるに当たって、様々な事情を抱え
ているこどもたちに配慮できるように、ＰＴＡ
としても活動の指針となる見方も御教示いただ
けるものがあったら、本当にありがたいと思っ
ている。

会議 避難所への避難が困難な方への対応は重要な課題
であると認識しております。国や他の都道府県の
取組みを参考にしながら、引き続き、検討してま
いります。

55 災害に起
因する人
権問題

富山県の「避難所運営マニュアル策定指針（令
和４年５月改定）」には、性的マイノリティへ
の配慮に関する記載があるが、トイレ以外の具
体策などが十分に示されているとはいいがたい
と思う。

今年１月の能登半島の際も、避難所では名簿作
成時に性別や続柄・同居者との関係の記入を必
須とするなど行くことをためらうような避難所
もあったと聞いた。
また、一部の避難所では、入浴の際に「要配慮
者」用に個別に入浴できる時間が作られたなど
とも聞いています。

避難所を運営する際には、男性以外にも女性や
様々なジェンダーの人がいることを想定する必
要がありますし、様々な人に運営に関わっても
らうことで、より多くの人が安心できる避難所
にできると思います。
また、避難所運営を検討したり実際に行ったり
できるように、災害対策という文脈でも教育や
啓発は必要になる。

書面 ご指摘の点については、第2章2(13)、第4章13に追
加しました。
また、「避難所運営マニュアル策定指針（令和４
年５月改定）」の見直しを行い、避難所運営の主
体となる市町村とともに取り組んでいきます。
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番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

差 替 は網かけしてあります。

56 人権教育 例えばいじめとか、そういう他者に対する加害
的な行為等について、どうしてそのような行為
をしてしまうのかということを考えていかなけ
ればならないと日頃思っている。細かいことは
いろいろあるんですが、大事だと考えているこ
とは３つあり、１点目は、一人一人のこどもの
自尊感情というものをしっかり育てなければな
らないということ。２点目は、それぞれの障害
やいじめなどの課題となっていることに対する
正しい理解ということ。正しく理解できていな
いからこそ、偏見を持ってしまうのではないか
と思う。３点目は、日頃から人は違うものとい
うことを指導していかないといけない。

会議 ご指摘の点については、本文において記載してお
ります(第3章1(1)①(5)②）。

57 人権教育 特に学校現場としてもすごくそうだなと思うの
は、インターネットによる人権侵害です。今、
こどもたちの中ではＳＮＳとの関わりは切って
も切れないところにある。正しく使えば大変便
利なものということは学校でも伝えているが、
学校だけではなく、家庭や地域での同じ方向を
向いた意識の高まりが、今後、なお一層は必要
ではないかと考えている。

会議 ご指摘の点については、本文において記載してお
ります(第3章1(4)、第4章11(2)）。

58 人権教育 高校には情報Ⅰという科目をがあるが、取り扱
うことだけでなく、様々な情報をどのように受
け取り、判断し、選択していくのか。また、発
信する側としてどのようなことについて考えて
いかなければいけないのかというところを、学
校や授業等でより一層考えさせていく必要があ
ると思っている。

会議 「情報Ⅰ」では、情報社会の問題を発見・解決す
る学習活動を通して、情報と情報技術を適切かつ
効果的に活用し、科学的な根拠をもって物事を判
断する力を育成するとともに、情報に関する法規
や制度に適切に対応する力や情報モラルに配慮し
て情報を発信する力を養っています。

59 人権教育 福祉のまちづくりがあるが、こういったことに
ついても人権教育の中で取り上げて進めてほし
い。学校教育だけでなく、一般社会、例えば公
民館活動とか地域のいろんな団体でも取り上げ
るようになればいいと思う。

会議 学校教育についてご指摘の点については、本文に
おいて記載しております(第3章1(1)②④）。
社会教育についていただきましたご意見について
は、今後の施策の参考にさせていただき、公民館
をはじめとした地域活動の中での人権教育が進め
られるよう、啓発に努めてまいります。

60 人権教育 確かに学校教育で、ふれあいを通じていろんな
自立を進めていくことも大事だけれども、他者
のいいところは認め合うということを育ててい
くことが大事だと思っている。

会議 ご指摘の点については、本文において記載してお
ります(第3章1(1)②）。

61 人権教育 小学校、中学校ぐらいまでに人権ということが
しっかり根づいたならば、人権問題というのは
随分減っていくのではないかと思う。
ただ、最近先生方の働き方改革ということも問
題になっているが、本当は先生方にもっと余裕
があって、一人一人のこどもとじっくり付き合
える、あるいは話し合える、そういう場が非常
に大事だと思うが、今の現状では大変だと思
う。
私も昔、小学校に勤めていたので、学校の先生
方の余裕のなさというのは十分理解できるが、
こどもたち一人一人をしっかり見詰め、こども
たちが持っている人権の問題を全体の問題とし
て捉えながら育てていかないと、この人権とい
う問題は解決しないと思う。それと同時に、保
護者への教育も非常に大事だと思う。

会議 人権教育についてご指摘の点については、本文に
おいて記載しております(第3章1(1)①(4)）。
学校現場における働き方改革についていただきま
したご意見については、引き続き市町村教育委員
会とも連携し、取り組んでまいります。
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番
号

課題
項目

主 な 意 見 概 要
意見
時点

対　　応　　等

差 替 は網かけしてあります。

62 人権教育 より多様化、複雑化する社会において、児童生
徒への人権教育が大切であると思います。低学
年の頃から、他者との違いを尊重する気持ちや
様々な人権課題について少しずつでも触れてお
くことができれば、互いに助け合い、思いやり
をもって他者と接することができるようになる
と思います。発達段階に応じたそのようなカリ
キュラムを県内の全学校で導入していただきた
いです。そのために、教員全員への人権教育が
必要と考えます。

書面 ご指摘の点については、本文において記載してお
ります(第3章1(1)②(5)②）。
引き続き、人権教育の推進及び教職員研修等の充
実に努めます。

63 人権教育 学校で教育すること自体は大事であり、生徒が
集まっている中で実施できるので今後も内容を
考えながら継続すべきです。ただ、いくら学校
で教育しても、家庭環境等で無理解な大人が影
響力を持っていると、子供の意識もそちらにつ
られるのではないでしょうか。そのような大人
への教育と警告を随時行う必要があると思いま
す。マスコミ等を利用した人権啓発、現在はテ
レビやラジオ以上に視聴されているSNSでの発
信など、もっと露出度を上げた取組みが必要な
のではないでしょうか。

書面 ご指摘いただきました学校と家庭との連携につい
ては、本文において記載しております(第3章１
(4)）。
また、県民一般に対する人権啓発については、本
文において記載しております(第3章5)。
マスコミ等を利用した人権啓発についていただき
ましたご意見については、効果的な広報媒体を検
討します。

64 啓発 最近、カスタマーハラスメントの話題があがる
ので、皆さん、名称はもう御存じかと思うが、
私たちのある団体の調査によると、例えばサー
ビス業や行政サービスをされている方は、本当
に深刻な問題を抱えている。精神疾患や人手不
足にもつながるので、私たちは大変課題視をし
ている。私たちも動いているが、倫理的な消費
者行動を啓発することしかできない。
　最近はよくドラッグストアや郵便局には、こ
のようなことはカスタマーハラスメントに該当
するのでやめましょうというポスターが掲示さ
れており、少しずつ意識が動いてきたのかなと
は思うが、先ほど、人権関連施策（令和６年
度）、資料５を見せていただいていましても、
ちょっと残念ながらそのようなことには触れら
れていなかったので、もし可能でしたら、例え
ば県民一般に対する啓発活動みたいなところに
書き加えていただければありがたい。

会議 ご指摘を踏まえ、第3章4に追加しました。

65 その他 富山県には人権という名を冠した部署がどこの
役場にもない。何かこれは人権侵害じゃないか
と思ったら、誰でもそこへ訴えに来られる窓口
が開かれていなければならないのではないか。
ぜひ県民生活課の横に人権保護担当と書き入れ
るとか、そういう情報の、ここが集約場所だと
いうイメージのあるものを掲げてほしい。

会議 ご指摘の点については、庁内部局で横断的に組織
する連絡会議を設けて取り組むこととしており、
現時点で新たな組織を設置することは考えており
ませんが、引き続きホームページ等において、県
民生活課に人権担当をおいて、人権に関する問合
せ窓口としてして周知しています。

66 その他 コロナ禍では女性が一番全国的にも自殺した方
が多いということもございますので、そういう
社会的弱者への揺るぎない県の姿勢というのを
計画の中で出していただければと思います。

会議 ご指摘の点については、本文において記載してお
ります(第1章3）。

67 その他 人権の内でも「自死」についても取り扱いを検
討していくことも必要。

書面 ご指摘の点については、本文において記載してお
ります(第2章2（14）、第4章14）。
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